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第２０回 

マーチング イン オキナワ 

２００７ 
 

 

第３５回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会沖縄予選 
 

 

 

【実施規定・審査要項】 
 

 

 

 

 フレッシュ部門 

 

Ⅰ．４人・１６人・自由編成 

 Ⅱ．マーチングバンド編成 

 Ⅲ．カラーガード編成 

 Ⅳ．バトントワーリング編成 

 Ⅴ．ポンポン・ペップアーツ編成 

 

 

 フェスティバル部門 

 

Ⅰ．４人・１６人・自由編成 

 Ⅱ．マーチングバンド編成 

 Ⅲ．カラーガード編成 

 Ⅳ．バトントワーリング編成 

 Ⅴ．ポンポン・ペップアーツ編成 

 

 全国大会選考部門 

  

Ⅰ．マーチングバンド編成 

 Ⅱ．カラーガード編成 

 Ⅲ．バトントワーリング編成 

 Ⅳ．ポンポン・ペップアーツ編成 

 
 

 

 

日本マーチングバンド・バトントワーリング協会 沖縄支部 
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フレッシュ部門   ４人・16人・自由編成 実施規定         
 

１．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①演技時間は５分以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

③演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

④演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑤入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑥フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

 （５）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

 

２．注意または警告 
① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 

３．表彰 
  出演した全団体に、フレッシュマーチング賞を授与する。 
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フレッシュ部門    ４人・16人・自由編成 審査要領         
 

１．講評者 
 （１）講評者 

講評者は２名とし、演奏演技全般に対する講評のみを行う。 

 

２．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フレッシュ部門    マーチングバンド編成 実施規定         
 

１．演技 
 （１）演技の形式 

① 演奏は演技者が行うものとする。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

Ⅰ 演技演奏時間 

①小学生・中学生の部は６分３０秒以内とする。 

②高等学校の部は８分以内とする。 

③前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演奏準備を行う。 

④フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演奏は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演奏演技時間は演奏演技開始から演奏演技終了までとする。 

 （５）器物 

① 火気及び危険物の使用は禁止する。会場使用規定を遵守し、液体等の使用は事前に会

場管理者と協会事務局へ届けること。 

② 武器に類似する器物（ライフル・セーバー等）や国旗を使用する場合は、参加申し込

み時に大会本部へ届け、許可を得ること。また使用の際には教育的配慮を十分行うこ

と。（書式は自由、但し使用数、使用理由、取扱責任者を明記すること。沖縄支部理

事長宛に提出） 

（セイバーはアルミニウム合金製のもののみ使用できる。） 

③ 演技フロアに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。尚、規格

以内の大きさでも器物は演技フロア内を一人で持ち運び出来る範囲の物とする。 

※規格：縦１８０㎝・横１２０㎝・奥行き１５０㎝ 

 （６）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

２．注意または警告  
① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

      ※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 

３．表彰 
    出演した全団体にフレッシュマーチング賞を授与する。 
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フレッシュ部門     マーチングバンド編成 審査要領        
 

１．講評者 
 （１）講評者 

講評者は８名とし、演奏演技全般に対する講評のみを行う。 

 

２．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フレッシュ部門   カラーガード編成 実施規定         
 

１．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

② トールフラッグを使用した演技を義務づける。 

（但し、使用は演技中の一部分でも構わない） 

③ トールフラッグとは、１００ｃｍ以上のポールに旗または旗に類するものが付いた物

とする。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①演技時間は５分以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

③演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

④演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑤入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑥フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

（５）器物 

① 火気及び危険物の使用は禁止する。会場使用規定を遵守し、液体等の使用は事前に会

場管理者と協会事務局へ届け、許可を得ること。 

② 武器に類似する器物（ライフル・セーバー等）や国旗を使用する場合は、参加申し込

み時に大会本部へ届け、許可を得ること。また使用の際には教育的配慮を十分行うこ

と。（書式は自由、但し使用数、使用理由、取扱責任者等を明記すること。沖縄支部

理事長宛に提出） 

（セイバーはアルミニウム合金製のもののみ使用可とする。） 

③ 演技フロアに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。尚、規格

以内の大きさでも器物は演技フロア内を一人で持ち運び出来る範囲の物とする。 

※規格：縦１８０㎝・横１２０㎝・奥行き１５０㎝ 

（６）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 
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２．注意または警告  
① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

      ※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 

３．表彰 
    出演した全団体にフレッシュマーチング賞を授与する。 
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フレッシュ部門    カラーガード編成 審査要領         
 

１．講評者 
 （１）講評者 

講評者は２名とし、演奏演技全般に対する講評のみを行う。 

 

２．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フレッシュ部門     ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ編成 実施規定      
 

１．編成 
バトン編成における小学生､中学生､高等学校､一般の部のレギュラーバトンの使用はすべて

の構成メンバーが演技時間の８０％以上とする。 

２．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①小学生・中学生の部は３分３０秒以内とする。 

②高等学校の部は４分以内とする。 

③前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

④演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

⑤演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑥入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑦フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

（５）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

３．注意または警告  
① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

      ※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 

４．表彰 
    出演した全団体にフレッシュマーチング賞を授与する。 
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フレッシュ部門     ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ編成 審査要領      
 

１．講評者 
 （１）講評者 

講評者は２名とし、演奏演技全般に対する講評のみを行う。 

 

２．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フレッシュ部門     ﾎﾟﾝﾎﾟﾝ･ﾍﾟｯﾌﾟｱｰﾂ部門 実施規定    
 

１．構成と編成 
①構成・編成を自由(バトン・カラーガードのみは不可)とした部門とする。 

②ポンポン編成における高等学校の部のポンポンの使用はすべての構成メンバーが演技時間

の８０％以上とする。 

２．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①演技時間は４分以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

③演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

④演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑤入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑥フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

（５）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

３．注意または警告  
① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

      ※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 

４．表彰 
    出演した全団体にフレッシュマーチング賞を授与する。 
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フレッシュ部門     ﾎﾟﾝﾎﾟﾝ･ﾍﾟｯﾌﾟｱｰﾂ部門 審査要領    
 

１．講評者 
 （１）講評者 

講評者は２名とし、演奏演技全般に対する講評のみを行う。 

 

２．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フェスティバル部門 ４人・１６人・自由編成 実施規定      
 

１．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①演技時間は５分以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

③演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

④演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑤入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑥フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

 （５）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

 

２．罰則 
 （１）違反失格・・・・出場資格【基本実施要項参照】に違反した場合。 

 （２）減点1点・・・・上記1の演技に違反した場合 

    （ただし、計時については１秒ごとに１点、人数については１人につき１点の減点とする） 

 （３）注意または警告 

① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

３．表彰 
  出演団体に次の各賞を授与する。 

   ア．優秀賞・・・・・・全出場団体 

   イ．最優秀賞・・・・・最高得点を獲得し,審査員会より適当と認められた団体。 

   ウ．審査員特別賞・・・審査委員会より適当と認められた団体。  
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フェスティバル部門 ４人・１６人・自由編成 審査要領      
 

１．審査委員長、審査員、審判員 
（１）審査委員長 

①審査委員長は１名とし、審査全般の最終確認を行うとともに審査審判を円滑に遂行する。 

    ②審査委員長は審判長より報告を受け違反について最終判定を行う。 

（２）審査員 

   ①審査員は２名とし、以下の内容について総合的に審査する。 

    ア．姿勢 

イ．フットワーク 

ウ．ボディーワーク 

エ．完成度 

    ②カセットテープを使用したリアルタイム審査を行う。 

 （３）審判員 

①審判員は３名とし、１名を審判長とする。 

（但し、若干名の審判補助係員を配置する場合がある） 

②審判長は審査委員長の補佐をし、違反時の報告は下記のとおりとする。 

（審判員は違反と判断した場合、審判長に報告協議し、審判長は結果を審査委員長に報

告する。違反の最終確認は審査委員長が行う。） 

③審判員は下記の内容を審査する。 

     人数、編成、時間、入退場、フロア、器物、事故 

     （実施規定の「１．演技」「２．罰則」） 

２．審査内容 
   各審査員が次の細目を審査する。 

ア．姿勢(５点) 

 個々の姿勢の様子、全体の姿勢の統一 

イ．フットワーク(５点) 

 足の運び、歩幅の調節、マークタイム時の足の高さ・上げ方、テンポ感 

ウ．ボディーワーク(５点) 

 身体の揺れ、動き（身体の流れ） 

 身体の向き、キレ（メリハリ） 

エ．完成度(５点) 

 ライン、間隔 

３．成績 
（１）各審査員は上記「２．審査内容」に基づき２０点満点(小数点なし)で採点する。 

（２）各審査員の評点合計から罰則に課せられた減点を差し引いたもの平均を各団体の得点と

する。 

４．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フェスティバル部門 マーチングバンド編成 実施規定         
 

１．演技 
（１）演技の形式 

① 演奏は演技者が行うものとする。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

Ⅰ 演技演奏時間 

①小学生・中学生の部は６分３０秒以内とする。 

②高等学校の部は８分以内とする。 

③前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演奏準備を行う。 

④フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演奏は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演奏演技時間は演奏演技開始から演奏演技終了までとする。 

 （５）器物 

① 火気及び危険物の使用は禁止する。会場使用規定を遵守し、液体等の使用は事前に会

場管理者と協会事務局へ届け、許可を得ること。 

② 武器に類似する器物（ライフル・セーバー等）や国旗を使用する場合は、参加申し込

み時に大会本部へ届けること。また使用の際には教育的配慮を十分行うこと。（書式

は自由、但し使用数、使用理由、取扱責任者等を明記すること。沖縄支部理事長宛に

提出） 

（セイバーはアルミニウム合金製のもののみ使用可とする。） 

③ 演技フロアに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。尚、規格

以内の大きさでも器物は演技フロア内を一人で持ち運び出来る範囲の物とする。 

※規格：縦１８０㎝・横１２０㎝・奥行き１５０㎝ 

 （６）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

２．罰則 
 （１）違反失格・・・・出場資格【基本実施要項参照】に違反した場合。 

明らかに故意に出場資格（小学校編成の③、中学校編成の⑤、高校・一

般編成の②）に違反したと、審査委員会が判断した場合。 

 （２）減点１点・・・・上記「１．演技」に違反した場合 

    （ただし、計時については１秒ごとに１点、人数については１人につき１点の減点とする） 

 （３）注意または警告 

① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

④ 出場資格（小学校編成の③、中学校編成の⑤、高校・一般編成の②）に違反したとき。 

（ただし、明らかに故意に違反したと審査委員会が判断したときは失格とする。） 

      ※具体的な警告例 ・適切なゴミ処理ができなかった団体。 

・音出し禁止区域での音出し、大きな音での練習で大会運営や他

団体、周辺住民へ迷惑をかけた団体。 
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３．表彰 
  出演団体に次の各賞を授与する。 

   ア．優秀賞・・・・・・全出場団体 

   イ．最優秀賞・・・・・最高得点を獲得し,審査員会より適当と認められた団体。 

   ウ．審査員特別賞・・・審査委員会より適当と認められた団体。 
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フェスティバル部門 マーチングバンド編成 審査要領         
 

１．審査委員長、審査員、審判員 
（１）審査委員長 

①審査委員長は１名とし、審査全般の最終確認を行うとともに審査審判を円滑に遂行する。 

    ②審査委員長は審判長より報告を受け違反について最終判定を行う。 

（２）審査員 

   （２）審査員 

   ①審査員は８名とし、以下の内容について総合的に審査する。 

    ア．演奏技術 

イ．動きの技術 

    ②カセットテープを使用したリアルタイム審査を行う。 

 （３）審判員 

①審判員は３名とし、１名を審判長とする。 

（但し、若干名の審判補助係員を配置する場合がある） 

②審判長は審査委員長の補佐をし、違反時の報告は下記のとおりとする。 

（審判員は違反と判断した場合、審判長に報告協議し、審判長は結果を審査委員長に報

告する。違反の最終確認は審査委員長が行う。） 

③審判員は下記の内容を審査する。 

     人数、編成、時間、入退場、フロア、器物、事故 

     （実施規定の「１．演技」「２．罰則」） 

２．審査内容 
   各審査員が次の細目を審査する。 

ア．演奏技術(１０点) 

 管楽器の技術、打楽器の技術、音楽の効果 

イ．動きの技術(１０点) 

 フットワーク、姿勢、ポジションワーク、ボディーワーク、手具の操作、完成度 

３．成績 
（１）各審査員は上記「２．審査内容」に基づき２０点満点(小数点なし)で採点する。 

（２）各審査員の評点合計から罰則に課せられた減点を差し引いたものの平均を各団体の得点

とする。 

４．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フェスティバル部門 カラーガード編成 実施規定         
 

１．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

② トールフラッグを使用した演技を義務づける。 

（但し、使用は演技中の一部分でも構わない） 

③ トールフラッグとは、１００ｃｍ以上のポールに旗または旗に類するものが付いた物

とする。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して速やかに退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①演技時間は５分以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

③演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

④演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑤入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑥フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

（５）器物 

① 火気及び危険物の使用は禁止する。会場使用規定を遵守し、液体等の使用は事前に会

場管理者と協会事務局へ届け、許可を得ること。 

② 武器に類似する器物（ライフル・セーバー等）や国旗を使用する場合は、参加申し込

み時に大会本部へ届け、許可を得ること。また使用の際には教育的配慮を十分行うこ

と。（書式は自由、但し使用数、使用理由、取扱責任者等を明記すること。沖縄支部

理事長宛に提出） 

（セイバーはアルミニウム合金製のもののみ使用可とする。） 

③ 演技フロアに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。尚、規格

以内の大きさでも器物は演技フロア内を一人で持ち運び出来る範囲の物とする。 

※規格：縦１８０㎝・横１２０㎝・奥行き１５０㎝ 

（６）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 
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２．罰則 
 （１）違反失格・・・・出場資格【基本実施要項参照】に違反した場合。 

 （２）減点1点・・・・上記１の演技に違反した場合 

    （ただし、計時については１秒ごとに１点、人数については１人につき１点の減点とする） 

 （３）注意または警告 

① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 

３．表彰 
  出演団体に次の各賞を授与する。 

   ア．優秀賞・・・・・・全出場団体 

   イ．最優秀賞・・・・・最高得点を獲得し,審査員会より適当と認められた団体。 

   ウ．審査員特別賞・・・審査委員会より適当と認められた団体。 
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フェスティバル部門 カラーガード編成 審査要領         
 

１．審査委員長、審査員、審判員 
 （１）審査委員長 

    ①審査委員長は１名とし、審査全般の最終確認を行うとともに審査審判を円滑に遂行する。 

    ②審査委員長は審判長より報告を受け違反について最終判定を行う。 

 （２）審査員 

①審査員は２名とし下記の内容を総合的に審査する。  

ア．ショーの完成度 

イ．技術の到達度 

    ②カセットテープを使用したリアルタイム審査を行う。 

 （３）審判員 

①審判員は３名とし、１名を審判長とする。 

（但し、若干名の審判補助係員を配置する場合がある） 

②審判長は審査委員長の補佐をし、違反時の報告は下記のとおりとする。 

（審判員は違反と判断した場合、審判長に報告協議し、審判長は結果を審査委員長に報

告する。違反の最終確認は審査委員長が行う。） 

③審判員は下記の内容を審査する。 

     人数、編成、時間、入退場、フロア、器物、事故 

     （実施規定の「１．演技」「２．罰則」） 

２．審査内容 
  各審査員が次の細目を審査する。 

    ア．ショーの完成度（１０点） 

      ・ショーの構成内容、・音楽性(選曲)、・統合性(曲のつながり)、・音楽の解釈、 

・表現要素、・多様性、・完成度、・流れ、・列の間隔、・フロア－の使い方 

イ．技術の到達度（１０点） 

      ・技術(到達度)、・タイミング、・ポジション、・スタイル、・フォーム(身体表現)、 

・手具の利用 

３．成績 
（１）各審査員は上記「２．審査内容」に基づき２０点満点(小数点なし)で採点する。 

（２）各審査員の評点合計から罰則に課せられた減点を差し引いたものの平均を各団体の得点

とする。 

４．クリティーク 
    大会終了後、希望団体の指導者に対してクリティークを開催し、審査員から直接演奏演技

のアドバイスを受けることができる。 
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フェスティバル部門 バトントワーリング部門 実施規定      
 

１．編成 
バトン編成における小学生､中学生､高等学校､一般の部のレギュラーバトンの使用はすべて

の構成メンバーが演技時間の８０％以上とする。 

２．演技 
 （１）演技の形式 

① 演技者は、ＭＤの演奏に合わせて演技する。ＭＤ音源は受付時に本部へ提出し、リハ

ーサルで音響係との連携を取り、スムーズに演技が行われるようにすること。 

 （２）演技フロア 

① 演技フロア（基本実施要項参照） 

② 演技フロアへの入場は構成メンバーのみとする。 

③ 入退場ライン及び演技ラインの外側の使用は原則として禁止する。 

 （３）入退場 

① 演技フロアへの入場は係員の合図で入場すること。 

② 演技終了後、出演者は退場ラインを通過して退場すること。 

 （４）計時 

 計時とは、演技計時補助員がMD「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行うま

でとする。尚、入場開始から３０秒以内で旗を振り下ろすことは厳禁とする。 

Ⅰ 演技時間 

①小学生・中学生の部は３分３０秒以内とする。 

②高等学校の部は４分以内とする。 

③前の団体が退場開始後、係員の支持で入場し、演技準備を行う。 

④演技開始の合図の旗を振り下ろす前に、演技することは厳禁とする。 

⑤演技終了の合図の旗を振り下ろした後に、演技することは厳禁とする。 

⑥入場開始から３０秒間は演技をしてはならない。 

⑦フロアからの退出はできるだけ速やかに行うこと。退場時の演技は厳禁とする。 

    Ⅱ 計時時間 

       演技時間は各団体より１名が、演技計時補助員となり、その補助員がMD「スタート」

の合図として旗を振り下ろした時点から、再度演技計時補助員がMD「ストップ」の

合図として旗を振り下ろした時点までとする。 

（５）著作権について 

著作権使用法を遵守し、各団体で著作権料を負担する。 

（手続きの方法については別紙「著作権許諾申請について」をご覧下さい。） 

３．罰則 
 （１）違反失格・・・・出場資格【基本実施要項参照】に違反した場合。 

 （２）減点1点・・・・上記1の演技に違反した場合 

    （ただし、計時については１秒ごとに１点、人数については１人につき１点の減点とする） 

 （３）注意または警告 

① 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

② 他の参加団体に迷惑となる行為があった場合。 

③ 非社会的な行為、大会主旨反する行為のあった場合。 
４．表彰 
  出演団体に次の各賞を授与する。 

   ア．優秀賞・・・・・・全出場団体 

   イ．最優秀賞・・・・・最高得点を獲得し,審査員会より適当と認められた団体。 

   ウ．審査員特別賞・・・審査委員会より適当と認められた団体。 

 




